
規則（訓令）名 理    由 要          旨 

 

 奈良県教育委員会事務局

職員の職の設置に関する規

則の一部を改正する規則 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 教育委員会事務局におか

れる職員の職として副主任

を追加する等のため、所用

の改正をしようとするもの

である。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 副主任の職の追加 

    教育委員会事務局におかれる職員の職として副主任を追加する。 

                                    （第２条及び第７条の５関係） 

 

２ その他 

  その他所要の改正を行う。 

 

３  施行期日 

  令和７年４月１日から施行する。 

                                                （改正附則関係） 

      

 

 

 

 

 

 



 
 
 

奈
良
県
教
育
委
員
会
事
務
局
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
案

） 

 

奈
良
県
教
育
委
員
会
事
務
局
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
十
一
月
奈
良
県
教

育
委
員
会
規
則
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
第
一
項
中
第
二
十
号
を
第
二
十
一
号
と
し
、
第
十
号
か
ら
第
十
九
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り

下
げ
、
第
九
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

十 

副
主
任 

 

第
七
条
の
五
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
副
主
幹
」
の
下
に
「
及
び
副
主
任
」
を
加
え
る
。 

 

第
七
条
の
六
第
一
項
中
「
調
整
員
は
」
の
下
に
「
、
指
導
主
事
」
を
加
え
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



 
奈
良
県
教
育
委
員
会
事
務
局
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
案
）
新
旧
対
照
表 

 

（
設
置
す
る
職
員
の
職
） 

第
二
条 

法
令
に
特
別
の
定
め
る
も
の
を
除
く
ほ
か
事

務
局
に
置
か
れ
る
職
員
の
職
は
次
の
と
お
り
と
す
る

。 

 

一
～
九 

略 

十 

副
主
任 

十
一
～
二
十
一 

略 

２
～
４ 

略 

 

（
副
主
幹
及
び
副
主
任
の
職
） 

第
七
条
の
五 

副
主
幹
及
び
副
主
任
は
、
事
務
職
員
又

は
技
術
職
員
を
も
つ
て
こ
れ
に
充
て
る
。 

２ 

副
主
幹
及
び
副
主
任
は
、
上
司
の
命
を
受
け
担
任

事
務
を
整
理
す
る
。 

 

（
調
整
員
の
職
） 

第
七
条
の
六 

調
整
員
は
、
指
導
主
事
、
事
務
職
員
又

は
技
術
職
員
を
も
つ
て
こ
れ
に
充
て
る
。 

２ 

略 

改 
 
 

正 
 
 

案 

（
設
置
す
る
職
員
の
職
） 

第
二
条 

法
令
に
特
別
の
定
め
る
も
の
を
除
く
ほ
か
事

務
局
に
置
か
れ
る
職
員
の
職
は
次
の
と
お
り
と
す
る

。 

 

一
～
九 

略 

 

十
～
二
十 

略 

２
～
４ 

略 

 

（
副
主
幹
の
職
） 

第
七
条
の
五 

副
主
幹
は
、
事
務
職
員
又
は
技
術
職
員

を
も
つ
て
こ
れ
に
充
て
る
。 

２ 

副
主
幹
は
、
上
司
の
命
を
受
け
担
任
事
務
を
整
理

す
る
。 

 

（
調
整
員
の
職
） 

第
七
条
の
六 

調
整
員
は
、
事
務
職
員
又
は
技
術
職
員

を
も
つ
て
こ
れ
に
充
て
る
。 

２ 

略 

現 
 
 
 
 

行 


